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除草、枝きり、垂れ下がつた桜や爽竹桃の剪  高知、モネの庭マルモッタンと室戸水族館ヘ

行ってきました。定を行いました。

蟷鶴驚籍:=:鷲轟鸞:F聰螂愧
今回、新居浜支部長に就任いたしました伊藤優子です。

愛媛県年金受給者協会は、昭和45年に発足し、全国組

織の団体ですが、あまり認知されておらず高齢化により会

員も年 減々少しております。

少しでも、会員になつていただくよう講演、旅行、スポー

ツ、ボランテイア、クラブ活動などを通じて皆様に広報し

たいと思つています。

皆様、会員の輪を広げましょう。よろしくお願い致します。

躙陽莉鍼磋屹鶉魃凩晨覺写魃郎

ご紹介いただいた方がこ入会した場合

500円の商品券を差し上げています。

お友達も誘つて、一緒に支部の行事や

同好会などにご参加下さい。

懸惟菫鶴褥 (二般社団法人)全国年金受給者団体連合会

愛媛県年金受給者協会 〔略称〕えひめ年金協会
〒790-0067愛 媛県松山市大手D11-7-4 伊予鉄大手町ビル2階    |
丁EL(089)933-6862 FAX(089)933-6870           1
http://ehirne=nenkinocorn/ e― rnall:ehmksnki@cruX.OCn.ne.,p

ねんきん協会キャラクター
「わくわく★ムチューくんJ
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曇尋膚毛 成り|1渓谷保鷲センタ… 18毬参脚

ゆつくり、心も体も癒やされました。次回のご参加、お待ちしていま魂

長寿祝い

88歳になられた方に長寿のお祝いをお送り
いたしました。(8月 )

今後88歳になられる方は、住所、氏名、電話
番号をご記入の上ハガキにてお申込下さい。
お祝いをお送りさせていただきます。

会員手帳

10月の発送で手帳を同封

しております。こ確認をお願

い致します。(ご夫婦は2冊同

封しています。)

笑顔あふれる大会でした。多くの方のご参加をお待ちしておりま魂

年会目がまだ未納の皆さまヘ

令和元年度会費を、まだお納めいただいて

いない会員様に、会費の払込書を同封してお

ります。さまざまな害」31な どありますのでお、

早めにご入金のほどよろしくお願い致します。
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多くの方にご参加いただき楽しくプレーができました。

磯:二饉鷲麟鷲簸艤滲趙数1饉愧

難
鬱魏炒

奮
●
●
，

い
い
お
天
気
ね

百
引
き
麟
ι
攀
い
一
さ
せ
書
＝
■

の
無
さ
」
…
動
機
は
様
々

に
は
積
極
的
に
挨
拶
し
た

り
、
地
域
行
事
に
誘
っ
て

だ
か
ら
ご
近
所
の
方

絆
を
深
め
た
い
ね

私
も
愛
援
さ
ん
み
た
い

２
猥

犯
罪

の
予
防

に
も

#9110
または

089-931-9110



令和 元年 10月 にスター ト
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基礎年金 受給権者 を対象 とした「年金生活者支援綸付金 1(以 下

「支援給付金 |と いう。)に つ しヽて、老齢塁確年金・環害基礎年金・達族基礎年金の各受綸権者の皆様

の支給要件等 をポイント解説いた します。

§支払いについて §

◆公的年金の支払いと同じで蔦偶数月の支払日に2カ 月毎(後払い)となりま硯
◆ 7・

T睡 支払は、令和元年 12月 13日 (金 )に 10月・11用 分が支払われます。

◆支払期 P・
8は 、8用 分から平年7月 分までで、毎年支綸要件が審査されます。

◆年金受綸者が亡くなつた場合は、未支綸年↑請求によつて来払金が支 lム わ

れます。

1注 |‐ 意1事 IE S

◆支給要件に該当する状態になつた場合、日本年金機構からのご案内はありませんc

◆支援給付金講求書を受付した日の翌用分からの支払いとなるため、該当する方は早めに提出し

てください。
◆支援総付金制度開始 El(令 和元年 10F11日 )で 該当する方は、轟求書が届さ次第逮やかに手続き

してくださしヽ。
※本年 12月 中の提出であれば10用 分まで運及して令II12年 1月 以降に支払われます。

◆新規の講求と併せて提出する1場 合は、窓口での講求書作成により同時受付になりま丸

この場合のみ、権利発生から3カ 月以内の受付であれば選及して支払われま丸

☆支 援給 付 金 制度 の詳 しい内 容 につ いては 、年 金事務 所 にお問 い含 わ せ ください。☆

■51000円 (基‐琴顆)

過去の年金の納付月撃:集除

曇響:1:儡。再
の場合は調整事を乗じる。

1.年金を受けていて質盤要件に議
当する方には9月中旬以降に凛付

'13月

l・l降にな:巌::なる方には
65議到期 に送付   ‐

※測達月とは、誕生自の前日|が屈
する月で■        |‐

η.濤
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争留質深霜載輩姜昔す|,11,I
L■幕員奎員|が非議観でぁる:‐ ||

|:日本国内に住所を有しないたき

2.争奪,全寧が
=SttlLI●

て
いるとき        ‐

3=所得饗特仁骸当しなくなつたとき

,彎艦覇繁緩鰭奮

老齢基礎年金と同じ

湾5,000日 (暴準額) ●
2人以」Iの子が受綸してい
る場合、子の数に応して除き
れま魂

1.前年の所得顆が次 の金額 L・l下の場含

4,621,000円 1挟螢構族の数X38万 円以下の場拾

X賭人f特定摯豊Jの場富撼増額力ち りま税

忘れんように

せんといかんのう。

おばあさん

『ねんきんダイヤル』 : 0570… 05-■ ■65(ナ ビダイヤル)

050か ら始 まる電話 でおか けにな る場合 は (東京 )03-6700-■ ■65

<受付 時間 >
月  曜  日   /F前8:30～午後 7:00

火～金 曜 日  午前 8:30～午後 5:15

第 2土曜 日  午前 9:30～午後 4:00

※ 月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7100まで相談をお受けします。

※ 祝日 (第 2土曜日を除く)、 12月 29日 ～1月 3日 はど利用いただけません。

○ お問い合 わ せの際 は、基礎 年金番量がわか るもの をご用意 ください。

○ 代理 人 (二親 等以 内 )の方 か らお 問い合わ せ いただ く場合 は、ご本 人の基礎年金番 号 に

加 え 、代理 人の方の基礎 年金番号 も必要 とな ります。

(注)間違 い電話が発 生 してお りますので 、おか け間違 いのな いよ うご注意 くだ さい。
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